
厚木市交通安全の会連絡協議会補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、地域又は家庭を通じて組織的に交通安全諸事業を展開する厚木市交

通安全の会連絡協議会（以下「交通安全の会」という。）に対し、予算の範囲内におい

て厚木市交通安全の会連絡協議会補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

ついて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45 年厚木市規則第５号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 
（補助対象及び補助金額） 
第２条 補助金は、事務費、事業費等で構成する交通安全の会の運営費に充て、その金額

は、財政状況に応じて市長がその都度定めるものとする。 
（補助金交付の申請手続） 
第３条 補助金の交付を受けようとする交通安全の会は、補助金交付申請書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 
(1) 収支予算書 

(2) 事業計画書 
（補助金交付の決定） 
第４条 市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理した場合において、事業計画

書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定しなけれ

ばならない。 
２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定

通知書（第２号様式）により、交通安全の会に通知するものとする。 
（補助金の他用途への使用禁止） 
第５条 交通安全の会は、当該補助金を当該事業の遂行のためのみに使用し、他の用途へ

使用してはならない。 
（事業の計画変更） 
第６条 交通安全の会は、第４条第２項に規定する通知を受けた後において、当該事業の

計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書（第３号様式）に必要書類を

添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。 
２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについ

て、事業計画変更承認通知書（第４号様式）によりその旨を交通安全の会に通知するも

のとする。 
（事業実績報告） 
第７条 交通安全の会は、当該事業完了後 60 日以内に事業実績報告書（第５号様式）に

収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。 



（補助金の返還） 
第８条 市長は、交通安全の会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を

返還させることができる。 
（関係書類等の整備） 
第９条 交通安全の会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出について証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。 
２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了日の属する市の会計年度の

翌年度から５年間保存しなければならない。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月29日から施行する。 



第１号様式（第３条関係） 
補 助 金 交 付 申 請 書 

 
年  月  日 

 
 （宛先）厚木市長 
 

住 所 又 は 所 在 地 
   団体名 

氏
ふ

名
り

又
がな

は代表者名 

生年月日      H．S．T   年  月  日生 
 
 次のとおり申請します。 

1 事業(事務)の名称 
  

2 施 行 場 所 
  

3 申 請 金 額 等 

申 請 金 額 円 

同上算出基礎 
  

4 計 画 概 要 
  

5 事 業 効 果 
  

6 着手予定年月日         年  月  日 

7 完了予定年月日         年  月  日 

8 添 付 書 類 □ 事業計画書  □ 収支予算書 

備考：暴力団ではないことを確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県警察 
本部に照会することについて異議ありません。 
                 年  月  日            



第２号様式（第４条関係） 

補助金交付決定通知書 

 
 

年  月  日 
 
           様 
 

厚木市長           印 
 
   年  月  日付けで申請のあつた市補助金については、次のとおり決定し

たので通知します。 

1 
事 業 （ 事

務 ) の 名 称 

  

2 
補 助 金 交 付

決 定 金 額 

円 

3 補 助 条 件 

 (1)  この補助金は、              の

ために交付するものであり、目的外への使用は一切し

ないこと。 

 (2) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示す

ること。 

 (3) 不正な方法等により補助金の交付を受けたことが

判明した場合や暴力団等に該当すると判明した場合に

は、補助金交付の決定が取り消され、交付された補助

金の全部又は一部の返還を命ずることができるもので

あること。 
 (4) 補助事業が完了したときは、定められた期限まで

に事業実績報告書及び収支決算書を市長に提出するこ

と。 

 (5) 交付時期 

 

 



第３号様式（第６条関係） 

事業計画変更承認申請書 

 
年  月  日 

 
 （宛先）厚木市長  
 

住所又は所在地  
団体名  

氏
ふ

名
り

又
がな

は代表者名  

生年月日   H．S．T   年  月  日生  
 
 次のとおり申請します。 

1  
事 業 ( 事 務)の
名 称 

  

2  施 行 場 所 

  

3  
変 更 申 請 

金 額 等 

変更申請 

金額 

円  

同上算出 

基礎 
  

4  
変 更 の 理 由内

容 
  

5  変 更 日 年    月    日 

6  添 付 書 類 □ 変更事業計画書  □ 変更収支予算書 

備考：暴力団ではないことを確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県警察本

部に照会することについて異議ありません。 
                   年  月  日             



第４号様式（第６条関係） 
事業計画変更承認通知書 

 
 

 
年  月  日 

 
            様 
 

厚木市長          印 
 
 次のとおり承認します。 

1 
事業(事務)の
名 称 

  

2 変更補助金額 

円 

3 条 件 

  

  

  

  

4 指 示 事 項 

  

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

事 業 実 績 報 告 書 

 
年  月  日 

 
 （宛先）厚木市長  
 

住所又は所在地           

団体名            
氏名又は代表者名  

 
 次のとおり報告します。 

1  事業(事務)の名称  

2 施  行  場  所  

3 事   業   費 円 

4 補助金交付決定額 円 

5 事業完了年月日 年  月  日 

6 実 績 の 概 要 

（内容、効果等） 
 

7 次年度以降の事業の

取組への考え方 
 

9 添  付  書  類 □ 収支決算書 

 


